
 

第５回美深町農業委員会 

総 会 議 事 録            
                               （平成２９年８月２９日） 

     午後１時３０分開会 

 

◎議事日程 

 

第１       議事録署名委員の指名について 

第２         諸般の報告(推薦委員、事務局) 

第３  議案第１号  農用地の買入協議に係る要請について 

第４  議案第２号  土地の現況証明書の交付について 

第５ その他   

 

 

◎出席委員 （9名） 

1番 樋 口 國 先   

2番 瓜 田  晃  

3番 荒 谷 和 江  

4番 山 下 博 史 

5番 長谷川 和 夫 

6番 菅 野 能 弘 

8番 杉 田 文 枝 

9番 藤 本  博 

10番 外 崎 敬 雄 

 

◎欠席委員 （1名） 

7番 神 野 充 布 

 

◎農業委員会事務局 

事務局長   草野孝治   

事務局次長 渡辺美由紀   

係長 村田絵美 

 



◎開会宣言 

 

 外崎会長 ただいまの出席委員は 9名出席です。7番神野委員より牛の手術のため欠席と

の申出がございました。定数に達しておりますので、ただいまから第 5 回美

深町農業委員会総会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の

議事日程はお手元に配布のとおりでございます。 

 

◎日程第１ 議事録署名委員の指名について 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

＜日程第１＞議事録署名委員の指名を行います。会議規則第 18条の規定によ

り、本日の議事録署名委員に 1番樋口委員、2番瓜田委員にご指名いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」という者あり） 

 

ご異議がないようでありますので樋口田委員、瓜田委員を議事録署名委員に

決定いたしました。 

 

 

◎日程第２ 諸般の報告について 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 村田係長 

 

 外崎会長 

 

 村田係長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第２＞諸般の報告を行います。推薦委員さんから報告事項があれば発

言してください。 

ありませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ありませんので、次に事務局より報告いたします。 

 

はい、係長。 

 

はい、係長。 

 

私の方から第 4 回総会以降の経過を報告させていただきます。7 月 22日東京

美深会「ふるさと交流会」がびふか温泉で開催されております。東京美深会

から 18人が来町しまして、交流会を開催しております。外崎会長と草野局長

が出席しております。25日美深町平和祈念式典、10時より文化会館ＣＯＭ100

小ホールで開催されております。こちらは外崎会長、荒谷委員、神野委員、

樋口委員、山下委員、長谷川委員、菅野委員、草野局長、渡辺次長が出席を

しております。28 日北部上川農業委員会臨時総会が士別市で開催されており

ます。外崎会長と草野局長が出席しております。8月 4日農業委員会懇親会、

こちらは親交会主催で○○○○と○○○で開催しております。外崎会長、全

委員、事務局が出席をしております。6日農用地利用調整会議が○○○○○○

○○○○で会議が開催されておりまして、10 月に○○○○○○○で経営継承

を予定しております○○の○○さんと○○○○さんの農地保有合理化事業を

利用した農地売買の価格調整を行っております。後ほど議案第 2 号で審議が

あります農用地の買入協議です。10 日上川地方農業委員会連合会役員会及び

臨時総会が旭川市で開催されております。藤本代理、草野局長が出席をして

おります。21 日から 9 月 1 日、東京大学体験活動プログラム、1 班 2 名が来

町されております。受入農家は、○○○○ ○○○○、○○○○ ○○○○

○で体験活動を行っております。東京大学の学生ですが、これからも 2班、3

班が来町されまして、体験活動を行っていく予定となっております。8 月 22

日から 23日美深町農業委員道内視察研修が美唄市と小樽市で開催されており



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 草野局長 

 

外崎会長 

 

 草野局長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。美唄市の農業協同組合と小樽市の田中酒造などを視察されてきており

ます。23日市町村農業委員会事務局長研修会が札幌市で開催されております。

こちらは草野局長が出席しております。25 日第 1 回○○新規就農支援部会が

○○公民館で開催されております。荒谷委員、長谷川委員、渡辺次長、私が

出席をしております。こちらは来年 4 月に新規就農を目指して、○○○さん

の所で研修をしております○○○○さん、○○○○さんについて、支援部会

での話し合いが今回行われております。研修状況の確認などをしまして、今

後数回就農にむけて会議が行われる予定となっております。28日平成 28年度

美深町各会計決算審査、監査委員による決算審査が議会委員会室で行われま

した。事務局で対応しております。29 日本日ですが、第 5 回農業委員会総会

となっております。次のページをお開きください。第 5 回総会以降の予定に

なります。8 月 31 日地域担い手育成総合支援協議会幹事会が農業振興センタ

ーで開催されます。事務局が対応いたします。同日、幹事会開催後に新規就

農者指導委員会が開催されます。事務局が対応いたします。9 月 4 日から 15

日東京大学体験活動プログラム、2班 3名が来町されます。受入農家は○○○

○ ○○○○、○○○○ ○○○○○○○と○○（○○）さんの農場になり

ます。6日農作物生育状況調査現地視察が開催されます。12時 50分までに役

場前へ集合いただきまして、13 時より各圃場を回ります。視察場所としまし

ては、○の○○○○さんの水稲を視察しまして、○○のＪＡ物流センター、

その後は○○の○○○○さんの小豆、○○○○さんのてん菜、○○○○さん

のデントコーンを見まして、○○の方へ移動しまして、○○○○さんのハウ

スキヌサヤ、○○さんの南瓜、最後は農業振興センターの試験展示圃を視察

しまして、15 時 30 分頃役場前へ到着して解散となります。11 日第３回定例

会一般質問と議案説明が役場議場で開催されます。外崎会長と草野局長が出

席いたします。13 日農地台帳システム操作研修会が札幌市で開催されます。

私が出席して参ります。13 日から 14日平成 28 年度決算審査特別委員会が役

場議場で開催されます。草野局長と渡辺次長が対応いたします。15 日第３回

定例会議案審議があります。外崎会長、草野局長が出席いたします。第６回

の農業委員会総会ですが、9 月 21 日木曜日に開催をしたいと思いますが、予

定などいかがでしょうか。 

それでは、9月 21日木曜日に第６回農業委員会総会を開催したいと思います。

よろしくお願いします。 

 

ただいまの報告に対し、ご質疑があれば受け賜ります。 

 

はい、局長。 

 

はい、局長。 

 

私の方から農業委員任期満了に伴う新委員の選任を受けて、北部上川農業委

員会での臨時総会と上川地方農業委員会連合会で、それそれ役員改選に伴い

ます臨時総会が開催されまして、出席して参りましたので報告したいと思い

ます。7 月 28 日北部上川農業委員会、士別市で開催、外崎会長と自分が出席

してきてございます。三役を選出してございまして、会長に士別市の松川会

長が再任、副会長に美深町の外崎会長が再任、監事に音威子府村の長尾会長

が再任、そしてもうひとり監事に名寄市の進藤会長が新任ということで三役

を決定しているところでございます。またあわせて、上川地方連役員候補者

と役員選考委員を 28 日の日に選出してございます。続いて 8 月 10 日上川地

方連の臨時総会に、藤本代理と自分が旭川トーヨーホテルで開催の臨時総会

に出席してきてございます。これも役員改選ということで、会長に士別市の

松川会長が再任、副会長 2 名、南富良野町の小林会長、比布氏の上西会長が

再任となってございます。美深町の外崎会長は引き続き理事ということで、

再任となってございます。他の役員については省略させていただきます。あ

と、8 月 23 日札幌市で市町村農業委員会事務局長研修会、自分が参加してき

ました。今回 4月の異動で新しく事務局長になられた方もいるということで、



 

 

 

 

外崎会長 

 

 

外崎会長 

 

また委員さんも新しくなって、新制度に伴う農業委員会の事務局運営が必須

ということで、それぞれ新しい制度の全般的な説明を受けてきたところでご

ざいます。以上簡単ですけれども報告といたします。 

 

ただいまの質疑に対し、ご質疑があれば受け賜ります。 

ございませんか。 

 

なければ次に進みます。 

 

◎日程第３ 議案第１号 

 

 外崎会長 

 

 

 村田係長 

  

 外崎会長 

 

村田係長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

＜日程第３＞議案第 1 号農用地の買入協議に係る要請についてを議題に供し

ます。事務局より説明願います。 

 

はい、係長。 

 

はい、係長。 

 

それでは 4ページをお開きください。 

議案第 1 号農用地の買入協議に係る要請について、農業経営基盤強化促進法

第 16条 2項の規定に基づき、農用地の買入協議の要請について、下記のとお

り審議を求めます。 

整理番号 1番、申出の年月日、平成 29年 8月 7日、申出理由、農地処分、申

出者の住所・氏名、美深町字○○△△○○△○○さん、買入協議に係る土地

の表示、所在、美深町字○○、地番、△△○△他△筆、別紙 1ということで、

5 ページに今回の買入協議にかかる土地の一覧をつけさせていただいており

ます。地目、公簿畑、現況畑、合計面積△△△, △△△㎡、申出価格△△, △

△△, △△△円、調整員の氏名、外崎会長、藤本代理、調整の結果、買入協

議が必要となります。審議が終りましたら農地保有合理化促進事業の売買等

事業で北海道農業公社が買取り、○さんから経営を継承される○○さんへ 5

年間賃貸されます。その後 5 年後に○○さんが農地の売買を行うことになり

ます。説明以上です。 

 

議案第 1号について審議願います。ご質疑、ご意見を賜ります。 

ございませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑等がないようでありますので、議案第 1 号について原案のとおり決定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって議案第 1 号農用地の買入協議に係る要請については原

案のとおり可決されました。 

 

 ◎日程第４ 議案第２号 

 

 外崎会長 

 

  

＜日程第４＞議案第 2号土地の現況証明書の交付についてを議題に供します。

事務局より説明を願います。 

 



村田係長 

 

 外崎会長 

 

 村田係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

 

 

 

 外崎会長 

 

はい、係長。 

 

はい、係長。 

 

それでは 6 ページお開きください。議案第 2 号土地の現況証明書の交付につ

いて、土地の現況証明願いが、次のとおりあったので証明書の交付の可否に

ついて審議を求めます。 

整理番号 7番、願出人、所有者共に字○○△△○○△○○さん、土地の表示、

美深町字○○△△○△△、地目、公簿畑、現況農地・採草放牧地以外、面積

△, △△△㎡、利用状況、平成 13年から宅地として利用、外△筆、合計△筆、

合計面積 6,314 ㎡、調査年月日、平成 29 年 8 月 4 日、調査委員、全委員。8

月 4 日の農用地利用状況調査で見ていただいた○○さんの土地になります。

別紙に写真を載せております。表面が△△○△△と△△○△△、裏面に△△

○△と△△○△になります。地目は公簿では畑となっておりますが、現在の

状況は写真のとおりとなっております。説明以上です。 

 

議案第２号に土地の現況証明書の交付について審議願います。ご質疑、ご意

見を賜ります。 

ありませんか。 

 

（「なし」という者あり） 

 

ご質疑がないようでありますので、原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

（全員の挙手あり） 

 

全員賛成です。よって、議案第２号土地の現況証明書の交付については、原

案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第５ その他 

 

 外崎会長 

 

  

 渡辺次長 

 

 外崎会長 

 

 渡辺次長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜日程第５＞その他、委員のみなさまから何かありませんか。 

なければ事務局から何かありませんか。 

 

はい、次長。 

 

はい、次長。 

 

それでは、私の方から説明させていただきます。お手元の方に平成 29年度農

地利用最適化推進事業における活動記録簿というものを先ほどお配りさせて

いただきました。こちらですが、今回制度が変わりまして、農業委員のみな

さま方に毎月の活動の記録簿を記載していただきまして、提出していただく

ことになります。こちらが活動促進事業の添付書類になりますので、こちら

を出していただいて、整理は事務局でもちろんいたしますので、みなさま方

にそれぞれ付けていただかないとこちらでは把握できませんし、それぞれみ

なさま方の名前と印鑑が必要な書類になります。記載例の方を見ていただき

たいのですけども、まずそれぞれのお名前を書いていただきまして、印鑑を

押していただきます。記載例の 8月 4日に利用状況調査の実施ということで、

8月 4日に実際に農業委員会で行ったものです。これは、区分としまして遊休

農地対策となります。7 日の記載例は担い手からの農地相談の対応とありま

す。これにつきましては、それぞれの地域の中で、賃貸ですとか売買のもし

何か相談があった場合、このように記載をしていただければと思います。農



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外崎会長 

 

 

 

 

 

外崎会長 

業者から農地についての相談ですとか、そういう風な書き方で構いませんの

で、一応記載例としてはこのように書かせていただいております。そして、

担い手への利用調整活動というのは、そちらの農地の状況を調べるですとか

をこのように表現していただければと思います。担い手への農地あっせん会

議、こちらはそれぞれの集団の中で、農地の売買ですとか賃貸の会議が開か

れていると思います。そちらの方に出席をした場合や農地のあっせん会議で

すとか、利用調整会議ですとか、そのような表現をしていただければと思い

ます。これらは区分的には農地集積・集約化という区分になります 13日には

新規就農希望者からの就農相談対応とあります。こちらは新規参入という区

分になります。18日、19日は農地中間管理機構に係る相談対応ですとか農地

中間管理機構の現地調査対応とあります。こちらは区分的には農地中間管理

機構になります。区分的はこの 4 つの区分になります。遊休農地対策か農地

集積・集約化か新規参入か農地中間管理機構のこの 4 つの区分でどういう活

動をしたかというとを実績であげていく必要があります。もし区分がどれに

該当するかわからないということがあれば、活動内容の方に書いていただけ

れば、区分につきましては事務局で整理させていただきますので、日々何か

こういう活動した場合、つけていただければと思います。その下には 22日に

例えばですが、相続における農地相談ですとか、25 日には農地の転用に係る

相談対応ですとか、ここに倉庫を建てたいのだけども何か転用が必要なのか

とか、そういうお話があった場合に農地転用に係る相談。あと農業者年金に

入りたいのだけどもとか、農業者年金ってどういう仕組みになっているのだ

ろうかという相談があった場合には 28日に書いてありますように、農業者年

金に係る相談対応、このように書いていていただければと思います。相続で

すとか、農地転用、農業者年金は区分的にはその他になりますので、区分は

あまり気にされなくてもいいかと思います。活動内容だけ書いていただきま

して、総会の時にお持ちいただいて構いません。ただ総会が、例えば来月だ

と 21 日にありますので、まだ残り 10 日間ぐらいありますので、次の月の総

会で構いませんので、1ヶ月分をまとめたものを事務局にお持ちいただければ

と思います。事務局の方からも翌月の分を机の上に置かせていただきますの

で、翌月の分の紙をお持ちいただいてつけていただくということになります。

今回は、7 月、8 月、9 月とつけてありますので、記憶をたどりながら整理を

していただければと思います。7 月、8 月分につきましては、9 月の総会の時

に持ちいただければと思います。大変ご面倒をおかけしますが、こちらが必

要になってまいりますので、ご協力お願いします。もし、こういうこともあ

ったんだけどもということで、何かわからない場合は電話でもお聞きいただ

ければとおもいますし、記載例のようにわかる形で書いていただければ構い

ませんので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

私の方から収入保険制度の導入と農業災害補償制度の見直しということで資

料を配布しております。今後収入保険制度を推進していくにあたりまして 

ＪＡと農業委員会を関係機関として農水省の方からうたわれておりまして、

文書の方を読んで収入保険制度に入る入らないは別にして、ご理解をいただ

きたい思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

他になにかございませんか。 

 

 

◎閉会宣言 

 

 外崎会長 以上をもちまして、一切の案件の審議を終了いたします。第５回総会を終了

いたします。 

※終了 午１３時５７分 

 



 


